
目
的

に
沿

う
５

府
省

(内
閣

府
・

外
務

・
厚

労
・

経
産

・
国

交
）

の
人

事
担

当
者

及
び

任
期

付
職

員
(法

曹
有

資
格

者
)の

ヒ
ア

リ
ン

グ
調

査
等

を
実

施

国
の

行
政

機
関

に
お

け
る

法
曹

有
資

格
者

の
採

用
・

勤
務

の
実

態
等

に
つ

い
て

［
概

要
］

（
政

策
・

国
際

部
門

を
中

心
に

）

国
の

行
政

機
関

の
政

策
的

・
国

際
的

な
業

務
部

門
を

中
心

に
法

曹
有

資
格

者
の

採
用

・
勤

務
の

実
態

を
把

握

人
事

担
当

者
の

声
任

期
付

職
員

の
声

（
法

曹
有

資
格

者
）

内
容

目
的

法
曹

有
資

格
者

の
ニ

ー
ズ

○
立

法
・

法
務

部
門

以
外

に
，

以
下

の
よ

う
な

業
務

に
活

用

・
国

内
法

の
知

見
を

踏
ま

え
た

国
際

交
渉

へ
の

対
応

・
所

管
施

設
の

民
間

委
託

に
伴

う
契

約
交

渉
・

締
結

・
企

業
法

務
等

の
観

点
を

踏
ま

え
た

事
業

監
督

制
度

の
見

直
し

・
我

が
国

事
業

者
の

海
外

展
開

を
推

進
す

る
た

め
，

関
連

法
制

度
の

知
見

を
踏

ま
え

た
相

手
国

の
法

制
度

の
調

査
・

交
渉

採
用

選
考

の
重

点

○
採

用
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

法
律

の
専

門
的

知
見

や
実

務
経

験
の

ほ
か

，
以

下
の

点
を

重
視

・
組

織
で

の
勤

務
に

必
要

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

能
力

・
公

務
へ

の
熱

意
，

組
織

で
勤

務
す

る
柔

軟
性

・
一

定
の

語
学

力
（

国
際

部
門

）

評
価

○
法

律
の

専
門

的
知

見
・

経
験

を
評

価
す

る
回

答
が

多
数

○
法

律
専

門
性

以
外

の
メ

リ
ッ

ト
を

指
摘

す
る

意
見

も
複

数
あ

る
・

論
理

的
な

思
考

力
な

ど
，

法
曹

有
資

格
者

の
資

質
・

能
力

の
業

務
全

般
へ

の
良

い
影

響
・

公
務

員
に

は
な

い
新

し
い

発
想

に
よ

る
行

政
運

営
の

活
性

化
・

法
曹

有
資

格
者

の
関

与
に

よ
る

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

面
で

の
信

頼
性

の
担

保

今
後

の
採

用
計

画

○
今

後
も

，
組

織
内

の
人

材
育

成
が

間
に

合
わ

な
い

場
合

な
ど

，
法

曹
有

資
格

者
の

専
門

性
が

必
要

な
場

合
に

採
用

（
多

数
）

○
非

常
に

有
用

な
貢

献
を

得
ら

れ
て

お
り

，
今

後
も

採
用

を
継

続
・

拡
大

し
た

い

応
募

理
由

○
志

望
省

庁
の

業
務

・
国

の
業

務
一

般
へ

の
関

心
○

人
脈

を
含

め
，

業
務

の
幅

や
知

見
を

広
げ

る
た

め
等

評
価

○
満

足
し

て
い

る
と

の
回

答
が

多
数

・
国

を
代

表
し

て
国

際
紛

争
の

最
前

線
に

立
つ

・
政

策
の

企
画

立
案

を
通

じ
，

目
に

見
え

る
成

果
に

よ
り

産
業

振
興

に
貢

献
・

大
き

な
組

織
で

動
き

つ
つ

，
職

務
権

限
・

裁
量

が
広

い

公
務

経
験

の
有

用
性

○
公

務
で

得
た

以
下

の
知

見
等

は
弁

護
士

業
務

に
極

め
て

有
用

・
取

扱
分

野
に

関
す

る
最

前
線

の
知

識
・

議
論

状
況

・
法

令
の

制
定

過
程

に
関

す
る

知
見

・
行

政
機

関
内

の
検

討
・

決
定

プ
ロ

セ
ス

に
関

す
る

知
見

・
多

様
な

視
点

の
意

識
・

政
策

の
ゴ

ー
ル

を
見

据
え

て
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
す

る
経

験

課
題

○
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
等

の
不

安
○

任
期

付
職

員
の

経
験

者
の

話
を

聞
く

機
会

の
充

実
○

具
体

的
担

当
業

務
等

の
情

報
提

供
の

更
な

る
充

実
○

採
用

決
定

か
ら

赴
任

ま
で

の
十

分
な

準
備

期
間

の
確

保
等

そ
の

他
○

中
央

官
庁

の
一

般
行

政
事

務
に

お
い

て
も

，
法

務
や

訴
訟

実
務

等
の

知
見

を
要

す
る

法
律

案
件

が
想

像
以

上
に

多
い

→
法

曹
有

資
格

者
の

潜
在

的
ニ

ー
ズ

は
大

平
成

２
８

年
１

０
月

法
務

省
大

臣
官

房
司

法
法

制
部

資料１－１
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